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諮問日：令和２年２月５日（令和元年度（最情）諮問第５９号）  

答申日：令和２年１０月２７日（令和２年度（最情）答申第２９号） 

件 名：最高裁判所判事就任記者会見を実施する際の準備事項等が書いてある文書

の不開示判断（不存在）に関する件 

答   申   書 

第１ 委員会の結論 

「最高裁判所判事就任記者会見を実施する際の留意事項，準備事項等が書い

てあるマニュアル（最新版）」（以下「本件開示申出文書」という。）の開示

の申出に対し，最高裁判所事務総長が，本件開示申出文書は作成し，又は取得

していないとして不開示とした判断（以下「原判断」という。）は，妥当であ

る。 

第２ 事案の概要 

   本件は，苦情申出人からの裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事

務の取扱要綱（以下「取扱要綱」という。）記第２に定める開示の申出に対し，

最高裁判所事務総長が令和元年１１月２２日付けで原判断を行ったところ，取

扱要綱記第１１の１に定める苦情が申し出られ，取扱要綱記第１１の４に定め

る諮問がされたものである。 

第３ 苦情申出人の主張の要旨 

１ 本件開示申出文書が本当に存在しないか不明である。 

２ 札幌高等裁判所長官の就任記者会見の場合，準備・進行メモ等が存在してい

たことからすれば，本件開示申出文書は存在するといえる。 

第４ 最高裁判所事務総長の説明の要旨 

最高裁判所判事就任記者会見の実施に関する留意事項，準備事項等が書いて

あるマニュアルを組織的に作成することを予定するような定めはなく，また，

就任記者会見は最高裁判所判事個人の考えを語る場として設けており，その実

施に当たって特段留意すべき事項や準備すべき事項はないから，司法行政文書
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としてマニュアルを作成する必要もない。念のため，本件開示の申出を受けて

最高裁判所内を探索したが，本件開示申出文書は存在しなかった。 

第５ 調査審議の経過 

   当委員会は，本件諮問について，以下のとおり調査審議を行った。 

  ① 令和２年２月５日   諮問の受理 

  ② 同日         最高裁判所事務総長から理由説明書を収受 

  ③ 同月１７日      苦情申出人から意見書及び資料を収受 

  ④ 同年９月１８日    審議 

  ⑤ 同年１０月２３日   審議 

第６ 委員会の判断の理由 

１ 最高裁判所事務総長の上記説明によれば，最高裁判所判事就任記者会見の実

施に関する留意事項，準備事項等が書いてあるマニュアルを組織的に作成する

ことを予定した定めはなく，また，就任記者会見は最高裁判所判事個人の考え

を語る場として設けられ，その実施に当たってマニュアルの作成を要するほど

の留意事項や準備事項は特段存在しないとのことであり，このことは当委員会

庶務を通じて確認した結果に合致する。このような就任記者会見の趣旨及び性

格を踏まえれば，本件開示申出文書は作成し又は取得していないという最高裁

判所事務総長の上記説明の内容が不合理とはいえない。そのほか，最高裁判所

において，本件開示申出文書に該当する文書を保有していることをうかがわせ

る事情は認められない。 

  苦情申出人は，札幌高等裁判所長官の就任記者会見の際には準備・進行メモ

等が存在していたことからすれば，本件開示申出文書は存在するといえる旨主

張する。しかしながら，苦情申出人が指摘する準備・進行メモは現に実施され

た特定の長官の就任記者会見に際して作成されたものであり，それ自体，マニ

ュアルに該当するものではないことからすれば，上記メモが存在するからとい

って，本件開示申出文書が存在することを裏付けることにはならない。したが
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って，苦情申出人の上記主張は採用できない。 

よって，最高裁判所において本件開示申出文書を保有していないと認められ

る。 

２ 以上のとおり，原判断については，最高裁判所において本件開示申出文書を

保有していないと認められるから，妥当であると判断した。 
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